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1．市町村における虐待防止対策の取り組み  

法改正後、市町村の児童相談体制の強化、虐待防止ネットワーク、要保護児童対策地域協議会   

への活動の発展など、市町村の役割はますます高まってきています。   

旧来の取り組みから、さらに強化されている点は  

1）子育てが困難な状況になってきている現状を踏まえた発生予防 2）ハイリスクを含めた積  

極的な支援 3）危機的介入や児童相談所との連携対応 4）虐待再発予防のための介入、在宅支  

援5）再発防止に向けた言引臥実態把握 など、虐待問題等に対応する総合的な対策が求められ  

ることです。また0歳から18歳末満の子どもの年齢に応じた取り組み、すなわち保健、医療、  

保育、学校、福祉、法律などの領域と専門職、行政職との連携が求められています。  

2．虐待防止対策の取り組みにおける実際  

児童相談においては緊急対応や、連携を組む必要のある虐待事例の把握が重要になってきます。   

現在の市町村の取り組みにおいては、1）虐待の認識を関係機関、市民レベルで高めていくこと カ   

虐待通告を含めた関係機関の連携体制がとれていくこと 3）関係機関が十分にその役割を認識   

していくこと ㊤ 児童相談所等都道府県の後方支援が十分にとれていくことが前提になります   

が、市町村によっては、それらを十分に満たせているところとそうでないところがあり、取り組   

みの程度に違いがあります。  

3．虐待防止に取り組む重要な点  

さらに虐待防止に取り組む際に重要な点は、虐待防止ネットワークが実質的に機能していくこ   

とにあります。もともと連携やネットワークが必要になったのは、虐待は一つの機関では解決で   

きない点にあります。そのため個別ケース検討会議が意図的に実施される必要がありました。さ   

らに個別ケース検討会議で情報共有し、アセスメントをし、その後関係する機関が役割分担をし   

て子どもの安全を確保し、家庭支援を行うプロセスを適切に運営することが期待されました。   

そのためには、市町村で個々  

いるのかをフィードバックする  

が全体のケースからみて適切に実施されて  

や、関係機関トップによる虐待防止対策への理解のた  

が個別ケース検討会議を支える役割があるので一札  めに開かれる  

4．個別ケース検討会議の意義  

本来業務である虐待事例へのケース検討会議の意義について   

1）個別ケース検討会議の目的は何か‥地域で子どもが安全に暮らし発達保障する。  

必要なら家族への支援や同胞への支援し、虐待再発防止につとめる。   



2）個別ケース検討会議は誰が集るのか、どこで、いつ 実施するのか  

劫 どういった効果があったのかを評価する必要があります。  

会議のプロセスは、従来のソーシャルワークプロセスに似ていますが、違うところは個別対応プ  

ロセスが、チーム対応としてのプロセスで実施されていくという点です。  

個別ケース検討会議は、  

①．通報をうけた後の検討 ② ケース受理 ③ 個別ケース検討会議開催への導入  

④ 関係機関による共通の情報の共有 ⑤ 関係機関による共通の問題理解（共通のアセスメ  

ント指標利用）⑥ 関係機関による役割分担 ⑦ 役割の確認と情報の一本化  

（沙 次回ケース会議の設定 のプロセスで偶成されています。   

効果は ● 独自の機関の思いこみを防ぐことができる ● わからないところを明らかにし  

共有することで、意識化される。例えば 共通アセスメント指標利用をすることでどこがわから  

ないかが明確になり、その点が次回への会議の宿題になっていく）● 情報を共有することで、  

問題を明確にするとともに、親子や環境がもつ本来の修復力、解決力をも合わせて考えながら、  

必要に応じた専門職を助言者に迎えてケース会議を運営していくことにあります。  

5．個別ケース検討会議の成功  

個別ケース検討会議がうまく機能すると ①迅速対応で、悪化を防止する ②ケースのタイプに  

より、必要な力を分散することなく適切に使う ③うまくいった経験は、エネルギーを与えてくれ  

る ④ 子どもも家族も助かる ⑤ 特には児童相談所との共同により適切な保護も可能になる  

こと等が実務者からの声で聞かれます。  

6、虐待防止ネットワークは親のケアや子どものケアにも必要である。   

適切な親のケアも市町村で提供することが求められています。しかし、実際に親の個別ケアやグル   

ープケアをしていくにも、日頃からいくつかの機関がチームを組み、その親を支援していくこと   

が前提になります。親のケアはカウンセリングや治療にとどまらず、地域の社会資源を利用すること   

が同時におこなわれてこそ、安定した生活、安定したケアができていくのです。  

7．今後の課題解決へむけて   

○まだ立ち上がっていない市町村…・勉強会からはじめましょう。上司の理解等。   

○立ち上がったけれど動きがない市町村‥どこが動いていないのかを検討してみる。個別ケース検  

討会議はやっているはず。実務家でやる気がある人を掘り起こす。やれる人からのネットワーク。  

上司の理解をえる等。   

○進めている市町村・・・いろいろな課題を提言し、交流しあいながら進める。持ちケースが蓄積し  

ないための工夫。虐待防止ネットワークの限界と対応を明らかにする作業へ等   
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市町村におl側目談と虐待防止ネソトワーク  

児童虐待防止ネソトワーク  
（要保護児童対策噛功茄紛   



虐待事例の流れ   



虐待対応分担領域  

要保護児童領域  

虐待再発防止領域  子育て支援領域  



虐待防止ネットワーク  

（要保護児童対策地域協議会 ）   



1） 司会者が挨拶  会の趣旨を説明  

ステッ プ1  
通報、受理、会議開催までの説明   

資料の説明（ケース基本情報、在宅アセスメント指標など）。  
個別ケース検討会議の意義について説明  

守秘義務の確認  

2） メンバーの 自 己紹介   

3） 今までの経過について関係機関から報告。  
ステップ 
情報共有 ＠＠から今までの経過を幸艮告  

補足した情報をお持ちの方お願いいたしますと追加説明。  

ケース理解のため会議参加者からの質問を受ける   

4） 状況を明確化し、共有する。  
今までの関わってきた機関が協議してもらいたいことを説明   

気になる問題点について、報告者の説明  

一番困っていることなど。  

問題が何かを再度検討していく。  白板を利用  
＊ ＊ ここでアセスメントを資料にしながら、  

問題を共有をしていく。   

5）リスク軽減するためにどのようにアプローチしていくか  
どういったことから、問題が軽減されうるのか。   

役割分担検討   もっとも実現できそうなものは何か。  

6） 利用できる力や、資源はあるのかどうかを検討する   

7） 役割分担の整理  
どの機関がどういった役割をするのかを確認する。   

今後の支援の   だれがキーパーソンであるか。   

確認  ステッ プ5  どういった連絡方法をとるのか。  

次回会議  8）次回会議開催日めやすについて決める。  



個別ケース検討会議のアセスメント  

学校におけるアセスメント  

在宅アセスメント指標   

を枠組みに利用  共通のアセスメント  

・支援方向づけへ  

＼  

保育所におけるアセスメント   



乳児期に支援が必要な母  

・子育てができない。子どもを叩いてしまう。  

・訴える力のある人。  
・近隣に親族がいるがストレスになる  

・夫も協力なし。  

・しばらく親のためには休憩が必要なので乳児   

院利用。  

・保育所への入所手続きへ   



第1期 第一子の乳児期   



乳児期がしんどい母  

・第2子出産  

・同性の子が受け入れられない。  

・パニック発作。精神科医へつなげる。  

・心理士との信頼関係  

・保育所入所への保健センターからの働きかけ。   



第2期 第二子の乳児期   



第3期 安定へ  

・母、障害を受け入れる  
・ヘルパーが派遣され、ゆとりができる。  

クリニックでの治療は継続へ。   





第1期  

生活保護申請時、連れてきた乳児の年齢月  
に比して、非常に体重が軽すぎるので、虐待  
を疑い家庭児童相談室へ通告。  

母子家庭で、乳児にはミルクを飲まないから  
と与えずにいたことが判明  

病院に入院し、体重を戻す。   



第1期   生活保護申請時期で発見   



第2期  

・子どもの体重が戻ったところで、保育所入所   
を働きかける。   



第2期 保育所入所へ  

キーパーソン   



市町村における虐待防止対策への期待  

・ネットワークをつくることで、早期発見、予防   
に努める  

・虐待防止ネットワtクを実のあるものにする。  

・そのためは、関係機関合同の個別ケース検   
、 討会議実務者会議を活かす。  

・個別ケースから学ぶ。  

・支援の評価をしていくことが重要。   



ケース会議でのまとめ  

ケース会議終了後、記録にまとめる  ●   

フェースシートと共通アセスメント指標  

結果 裏表一枚のエ夫   
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■ この家方矢lこl；壬、 角葺決lこ「匂lTての、  （王〕王竺角守一†主冠力をするイ也の乗員方矢た）ヾし＼なし＼  ②王望角孝 一†孟岩プコをする某局方矢や   （∋）呆見方実のⅠ空色軍・拐右力度力て  
一 子を守る人力ヾし＼なし1   サポートの「不〕容ーま力、わら右：し＼  高くなった   

1∈〒最近の子どもの様子は全体的  （∃⊃問昆至丈）ヾやや大きくなってきてし＼る  （≡）a，⊂仁し＼意巳末で力ヽ才つらなし1  b 
▼悪し＼意［上末で力ヽ才つらなし1   やや車重ラJ戎しノてし＼る   

■ 虐子寺の手呈度全般ーこつし＼て、   （王〕やや危βJ芙ノ萱≡7⊃ヾ高まっ7≡二   ②a＿⊂仁し＼意［Ⅰ末で力、才つらなし＼   b▼苦し＼意味で7：）、才つらなし＼  （ヨ〕やや危β黄度力ヾイ重くなっ7：≡   

一言警について、虐待問題として  （王二）支才芸糸迷泉売工）てのぞまし／し＼   （≧）才つブ⊃、らなし＼一 半刃断lこ迷う   （3）一目糸冬糸岩として＝Eよし1  




